
 
 

第一種・第二種大規模小売店舗立地法の特例区域図 

 

 

■大規模小売店舗立地法特例区域 

第一種大規模小売店舗立地法特例区域 

第ニ種大規模小売店舗立地法特例区域 

 

 

 

第一種大規模小売店舗立地法特例区域 

① 旧ユニバース東１番町店 

② ナナオ家具 

③ アートステーション十和田、青森銀行 

大規模小売店舗等 店舗面積 開店日 

３ 十和田複合商業施設 6,210 ㎥ Ｈ28.11 

② ナナオ家具 1,243 ㎥ Ｓ49.11 

③ アートステーション

トワダ 

399 ㎥ Ｈ23.11 

④ 田清第一店舗 1,415 ㎥ Ｓ43.１ 
第二種大規模小売店舗立地法特例区域 

１ 地域交流センター周辺（旧みちのく銀行ほか） 

２ まちなか交通広場（旧亀屋跡地ほか） 

３ 十和田複合施設（旧とうてつ駅ビル店） 
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青森県：十和田市 


